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一 般 会 計 補 正

令和６年度12月補正後比 +62億6,399万1千円（+6.8％）

●特 別 会 計 補 正 ◆事 業 会 計 補 正

●国民健康保険特別会計 4万9千円

●後期高齢者医療特別会計 57万8千円

●介護保険特別会計 1,433万5千円

●有線テレビ事業特別会計 1億4,934万7千円

◆水道事業会計 ▲674万2千円

◆工業用水道事業会計 ▲146万8千円

◆下水道事業会計 ▲348万7千円

◆市民病院きたはた事業会計 ▲4,169万円

◆モーターボート競走事業会計 1億7,069万2千円

令和７年度予算

現計予算

939億7,216万3千円

今回補正

42億3,968万8千円

補正後予算

982億1,185万1千円



唐津市 令和７年度１２月補正予算（案） 2

１２月補正予算の概要

今回の補正予算は、新唐津市民会館（仮称）改築工事の工期延長に伴う追加経費や、

外構工事費、備品購入費等を計上したほか、令和９年３月に開催されるＳＧボート

レースクラシックに向けた受入環境の整備に係る経費を計上した。

また、燃油価格の高止まりにより経営が圧迫されている漁業者に対する支援金や、

市道改良の進捗を図るための経費を追加したほか、モーターボート競走事業の収益金

による基金への積立金、人事異動等に伴う給与費の減額補正などを計上した。
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令和７年度12月補正予算

主な事業
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Ⅲ期事業費

新市民会館建設推進室 312,558千円
192,594千円

新唐津市民会館（仮称）整備Ⅱ期事業費（継続費2年度分）
新唐津市民会館（仮称）整備Ⅲ期事業費（継続費初年度分）

○本体工事の工期延長による事業費の追加（Ⅱ期事業費）【工期1年延長（～R9.3）】
○外構工事及び備品導入等の実施（Ⅲ期事業費）【継続費R7年度～R9年度】

年度 事業内容 事業費

R7
備品導入（ピアノ）
公有財産購入ほか

192,594

R8
外構工事費
備品導入ほか

1,002,558

R9 外構工事費 ほか 195,168

Ⅲ期事業費 計 1,390,320

（単位：千円）

Ⅱ期事業費 金 額

①R6予算額 1,693,353

②R7現計予算額 9,888,563

③工期延長による増額 976,691

④外構工事未着工・入札減 △664,133

⑤今回補正額（③＋④） 312,558

⑥補正後R7予算額（②＋⑤） 10,201,121

補正後Ⅱ期事業費 計（①＋⑥） 11,894,474

※未着工分はⅢ期へ

（単位：千円）

Ⅱ期事業費 Ⅲ期事業費 整備総事業費

11,894,474 1,390,320 14,216,800

Ⅰ期事業費（決算額）

932,006

（単位：千円）
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唐津市モーターボート競走事業会計（建設改良費） ボートレース企業局 167,354千円

令和9年3月開催のＳＧ第62回ボートレースクラシックに向けて、受入れ環境の整備を行うもの。

①

③南側 ③北側

②

② 屋外観覧施設等造成舗装工事

水面側の盛土造成 65,879千円
工事延長区間 L＝254.5ｍ
嵩上げ H＝40㎝

①発払所増設工事

屋外観戦エリア付近に舟券発売所を増設
53,955千円

鉄骨平屋建約40㎡、既存フェンス撤去など

③選手横断幕架台設置工事

選手応援用の常設横断幕架台を増設 47,520千円
北側：H＝4ｍ×Ｌ=160ｍ 南側：Ｈ＝4ｍ×Ｌ=80ｍ 既存26枚分→74枚分（48枚分増設）
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都市計画課 96,580千円松浦河畔公園再整備事業費

整備内容

①交差点改良工事 71,742千円

公園側への出入口追加

右折レーン設置

横断歩道設置

②信号機設置工事 24,838千円

ボートレース場

既存
地下道

ボートレース場との連携向上

令和9年3月に開催されるＳＧボートレースクラシックに向けた受入れ体制を整えるため、松浦河畔公園とボートレース場との連携を図る
再整備計画の一部を前倒しするもの。
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漁業用船舶の
・マリンエンジンオイル
・エレメント
・エアクリーナー
・燃費改善添加剤 など

（１）対象漁業者
唐津市内の漁業者

（２）補助対象経費
令和７年４月１日から令和８年１月３１日までに行った漁業用船舶の
燃費向上につながるマリンエンジンオイルの交換等に必要な経費

（３）補助金算定方法
補助対象経費の１／２
（上限額）
・５トン未満の漁船 ×＝３０，０００円
・５トン以上１０トン未満の漁船 ×＝７０，０００円
・１０トン以上の漁船 ×＝１２０，０００円

燃油価格の高止まりにより経営が圧迫されている漁業者に対し、燃油削減の取組みに要する
経費の一部を支給することで経営継続を支援するもの。

〇事業内容 〇補助対象経費

〇事業概要

水産課 21,639千円漁業用燃油削減対策支援金


